
○
令
附
則
第
四
条
に
よ
る
令
第
四
条
の
読
替
比
較
表

（

は
令
附
則
第
四
条
に
よ
り
読
み
替
え
る
部
分
）

読
替
え
後
の
規
定

読
替
え
前
の
規
定

（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

第
四
条

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
が
一
般
廃
棄
物
の
収

第
四
条

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
が
一
般
廃
棄
物
の
収

集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
を
市
町
村
以
外
の
者
に
委
託
す
る

集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
を
市
町
村
以
外
の
者
に
委
託
す
る

場
合
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

場
合
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

受
託
者
が
受
託
業
務
（
当
該
受
託
者
が
他
人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
業

一

受
託
者
が
受
託
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的

務
を
除
く
。
）
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を

基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
受
託
し
よ
う
と
す
る
業
務
の
実
施
に
関
し
相
当
の

有
し
、
か
つ
、
受
託
し
よ
う
と
す
る
業
務
の
実
施
に
関
し
相
当
の
経
験
を

経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

受
託
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

二

受
託
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三

受
託
者
が
自
ら
又
は
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
他
人
に
委
託

三

受
託
者
が
自
ら
受
託
業
務
を
実
施
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

し
て
受
託
業
務
を
実
施
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四

一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
又
は
再
生
に
関
す
る
基
本
的
な
計

四

一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
又
は
再
生
に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
（
処
分
又
は
再
生
の
場
所
及
び
方
法
を
含
む
。
）
の
作
成
を
委
託
し
た

画
の
作
成
を
委
託
し
な
い
こ
と
。

と
き
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
又
は
再
生
の
開
始
前

に
、
当
該
計
画
の
内
容
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

五

委
託
料
が
受
託
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
。

五

委
託
料
が
受
託
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
。

六

一
般
廃
棄
物
の
収
集
と
こ
れ
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
を
併
せ
て
委
託
す

六

一
般
廃
棄
物
の
収
集
と
こ
れ
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
を
併
せ
て
委
託
す

る
と
き
は
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
そ
の
収
集

る
と
き
は
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
そ
の
収
集



に
係
る
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

に
係
る
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

七

一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
委
託
す
る
と
き
（
第
四
号
に
規
定
す

七

一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
委
託
す
る
と
き
は
、
市
町
村
に
お
い

る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
市
町
村
に
お
い
て
処
分
又
は
再
生
の
場
所
及
び

て
処
分
又
は
再
生
の
場
所
及
び
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

八

委
託
契
約
に
は
、
受
託
者
が
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

八

委
託
契
約
に
は
、
受
託
者
が
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
市
町
村
に
お
い
て
当
該
委
託
契
約
を
解

に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
市
町
村
に
お
い
て
当
該
委
託
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

九

第
四
号
に
規
定
す
る
基
本
的
な
計
画
に
記
載
さ
れ
、
又
は
第
七
号
の
規

九

第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生

定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の
場
所
（
広
域

の
場
所
（
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
広
域
処
理
場
を

広
域
処
理
場
を
除
く
。
）
が
当
該
処
分
又
は
再
生
を
委
託
し
た
市
町
村
以

除
く
。
）
が
当
該
処
分
又
は
再
生
を
委
託
し
た
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の

外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

当
該
処
分
又
は
再
生
の
場
所
が
そ
の
区
域
内
に
含
ま
れ
る
市
町
村
に

イ

当
該
処
分
又
は
再
生
の
場
所
が
そ
の
区
域
内
に
含
ま
れ
る
市
町
村
に

対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

処
分
又
は
再
生
の
場
所
の
所
在
地
（
埋
立
処
分
を
委
託
す
る
場
合

処
分
又
は
再
生
の
場
所
の
所
在
地
（
埋
立
処
分
を
委
託
す
る
場
合

(1)

(1)

に
あ
つ
て
は
、
埋
立
地
の
所
在
地
、
面
積
及
び
残
余
の
埋
立
容
量
）

に
あ
つ
て
は
、
埋
立
地
の
所
在
地
、
面
積
及
び
残
余
の
埋
立
容
量
）

受
託
者
（
当
該
受
託
者
が
一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
委
託

受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代

(2)

(2)

し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

表
者
の
氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

処
分
又
は
再
生
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
そ

処
分
又
は
再
生
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
そ

(3)

(3)

の
処
分
又
は
再
生
の
方
法

の
処
分
又
は
再
生
の
方
法

処
分
又
は
再
生
を
開
始
す
る
年
月
日

処
分
又
は
再
生
を
開
始
す
る
年
月
日

(4)

(4)

ロ

一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
一
年
以
上
に
わ
た
り
継
続
し
て
委

ロ

一
般
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
一
年
以
上
に
わ
た
り
継
続
し
て
委

託
す
る
と
き
は
、
当
該
委
託
に
係
る
処
分
又
は
再
生
の
実
施
の
状
況
を

託
す
る
と
き
は
、
当
該
委
託
に
係
る
処
分
又
は
再
生
の
実
施
の
状
況
を

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。



○
令
附
則
第
四
条
に
よ
る
令
第
四
条
の
三
の
読
替
比
較
表

（

は
令
附
則
第
四
条
に
よ
り
読
み
替
え
る
部
分
）

読
替
え
後
の
規
定

読
替
え
前
の
規
定

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

第
四
条
の
三

法
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
が
特
別
管
理
一

第
四
条
の
三

法
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
が
特
別
管
理
一

般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
を
市
町
村
以
外
の

般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
を
市
町
村
以
外
の

者
に
委
託
す
る
場
合
の
基
準
は
、
第
四
条
（
第
八
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の

者
に
委
託
す
る
場
合
の
基
準
は
、
第
四
条
（
第
八
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

受
託
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
係
る
特
別
管
理
一
般

一

受
託
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
係
る
特
別
管
理
一
般

廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

廃
棄
物
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

受
託
者
（
当
該
受
託
者
が
受
託
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

二

受
託
者
が
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
又
は
地
下

委
託
に
係
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
委
託
を
受
け
る

に
浸
透
し
た
場
合
に
お
い
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を

者
）
が
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
又
は
地
下
に
浸

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で

透
し
た
場
合
に
お
い
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止

き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と
。

三

委
託
契
約
に
は
、
受
託
者
が
前
二
号
又
は
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

三

委
託
契
約
に
は
、
受
託
者
が
前
二
号
又
は
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
受
託
者
か
ら
受
託

ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
市
町
村
に
お
い
て

業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
が
前
二
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ

当
該
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る

た
と
き
は
、
市
町
村
に
お
い
て
当
該
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

こ
と
。

る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。


